
デジタル庁 

令和６年度 

省庁別財務書類の概要 
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デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、デジタル社

会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形

成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務として、令和３年９月

１日に、内閣に設置された組織です。 

（デジタル庁設置法） 
第三条 デジタル庁は、次に掲げることを任務とする。 
一 デジタル社会形成基本法（令和三年法律第三十五号）第二章に定めるデジタル社会（同
法第二条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。）の形成についての基本理念（次号
において「基本理念」という。）にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を
内閣官房と共に助けること。 

二 基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行
を図ること。 

デジタル庁の組織体制 

定員 549人※ 
（※特別職を含む令和６年度の予算定員） 

デジタル庁の任務と組織等の概要
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省庁別財務書類とは 

省庁別財務書類は、各省庁のこれまでの予算執行の結果である資産や負債などのストッ

クの状況、当該年度の費用や財源などのフローの状況といった財務状況を一覧でわかりや

すく開示する観点から企業会計の考え方及び手法（発生主義、複式簿記）を参考として、平成

14 年度決算分より作成・公表しているものです。 

省庁別財務書類においては、一般会計及び特別会計を合算した「省庁別財務書類」のほ

か、参考として各省庁の業務と関連する事務・事業を行っている独立行政法人などを連結し

た「省庁別連結財務書類」も作成・公表しています。 

・単位未満切り捨てのため、合計額が一致しないことがあります。

・単位未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合は「-」で表示しています。

省庁別財務書類の概要
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 デジタル庁の省庁別財務書類においては、合算すべき特別会計を有しな

いため、「省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成した一般会計省庁

別財務書類が省庁別財務書類です。 

また、ここでは、「貸借対照表」と「業務費用計算書」を中心に説明していま

すが、省庁別財務書類においては、このほか、資産・負債差額の増減を要因

別に表している「資産・負債差額計算書」、歳入歳出決算を組み替えて財政

資金の流れを明らかにしている「区分別収支計算書」、各計算書に係る附属

明細書を作成しています。 

詳細については、別途公表している「省庁別財務書類」をご参照ください。 

・ 単位未満切り捨てのため、合計額が一致しないことがあります。

・ 単位未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合は「-」で表示しています。

貸借対照表のポイント

（資産） 

○ 有形固定資産は、国有財産台帳に登載されている国有財産のうちの建物

及び工作物、並びに取得価格が 50 万円以上の物品及びファイナンス・リー

ス取引に伴うリース物件を計上しています。

○ 無形固定資産は、ソフトウェアを計上しています。

（負債） 

○ 未払金は、児童手当について、本会計年度分を計上しています。

○ 賞与引当金は、６月支給の期末手当・勤勉手当について、本会計年度分

を計上しています。

○ 退職給付引当金は、退職手当及び整理資源の引当金について、本会計年

度分を計上しています。

○ その他の債務等は、リース債務について、本会計年度分を計上しています。

省庁別財務書類（デジタル庁）の概要



5 

業務費用計算書のポイント 

○ 人件費は、職員等の手当並びに国家公務員共済組合負担金等として支出

した額に、児童手当の未払金や退職手当、賞与に関する引当金等の発生

主義による調整を行ったものを計上しています。

○ 賞与引当金繰入額は、６月支給の期末手当及び勤勉手当の支給見込額

のうち、当会計年度に帰属する部分を計上しています。

○ 退職給付引当金繰入額は、退職給付引当金への繰入額を計上しています。

〇 補助金等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２条第

１項で規定する補助金等に該当するものを計上しています。 

〇 委託費等には、情報通信技術調達等適正・効率化推進委託費、行政情報

技術利用国際会議分担金及び経済協力開発機構拠出金を計上しています。 

○ 庁費等は、物件費のうち、他の科目で計上されていないものであって、資

産計上されていないものを計上しています。

○ その他の経費は、旅費及びその他に該当するもの並びに単独の科目で表

示するには金額の少ないもの等を計上しています。

○ 減価償却費は、有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費を計

上しています。

○ 資産処分損益は、有形固定資産の除却に伴い生じた損益を計上していま

す。
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ストックの状況（貸借対照表）

資 産（176億円）

主な増減要因等について（対前年度末比＋46 億円） 

◎有形固定資産（81 億円：対前年度末＋22億円）

・リース物件の増加等により、増加となりました。

◎無形固定資産（95 億円：対前年度末＋24億円）

・ソフトウェアの取得（構築や改修など）に要した費用の増加によ

り、増額となりました。
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負 債（93億円） 

主な増減要因等について（対前年度末比＋37 億円） 

◎その他の債務等（57億円：対前年度末＋32 億円）

・リース債務の増加により、増額となりました。



8 

フローの状況(業務費用計算書)

費 用（1,963 億円）

主な増減要因等について（対前年度末比＋362 億円） 

◎庁費等（1,514 億円：対前年度末＋216 億円）

・情報システム関係経費等の増加等により、増額となりました。

◎補助金等（301 億円：対前年度末＋119 億円）

・社会保障・税番号制度システム整備費補助金及びマイナンバーカ

ード関係システム事業費補助金等の増加により、増額となりまし

た。


	（作業済）令和6年度『省庁別財務書類の概要』v2_監査法人後v0.1_0109mof後v2.1
	260110加工_組織図
	251111_組織図
	1901 01　統合版＜251028_1500＞
	デジタル庁の組織体制






